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第１５回西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 

               日時：平成１６年１月２３日（金）午後１時３０分 

               場所：西条市役所 ５階大会議室 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議  事 

（１）報告事項 

 報告第４７号 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会委員の変更について 

 報告第４８号 新市建設計画に係る協議について 

（２）新規協議事項 

 協議第５２号 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会会議の運営申し合わせ 

        事項の変更について 

 

４ 合併の是非について 

 

５ 合併協定書（案）について 

 

６ 合併協定調印式について 

 

７ 議決事項 

 議案第１２号 平成１５年度西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会歳入歳出 

        補正予算（第１号）について 

 議案第１３号 平成１６年度西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会事業計画 
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        について 

 議案第１４号 平成１６年度西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会歳入歳出 

        予算について 

８ その他 

（１）第１６回会議の開催日時について 

 

９ 閉会 

 

 

○出席委員 

伊藤 宏太郎 青野 勝 渡部 高尚 塩出 晧治 

石川 昭司 近藤 經美 北野 英昭 戸田 健一 

伊藤 孝司 渡辺 勝司 徳永 英光 徳永 求 

井上 豊實 越智 宏司 佐伯 出 塩崎 武司 

久門 渡 渡邊 良一 山内 サダコ 森川 義彦 

越智 哲雄 渡部 仁志 服部 和子 青野 久美 

玉井 泰三 有馬 馨 山ノ内盈裕  

 

○欠席委員 

岡田 初 瀬川 政子 

 

 

○出席顧問 

明比 昭治 
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○欠席顧問 

玉井 実雄 藤田 光男 渡部 浩 
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発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   定刻がまいりました。 

         ただ今から西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会の第１５

回会議を開会いたします。 

         開会に当たりまして、合併協議会の会長からごあいさつを申し上

げます。 

 

  伊藤会長   皆さん、こんにちは。 

         この連日寒い時期にあたりまして、そしてなおかつご多忙の中を、

委員の皆様方にはご出席をいただきまして、まことにありがとう

ございます。 

         また、先般、東予市議会の選挙がございまして、議会構成がなさ

れました。後ほどご紹介させていただきますが、１月９日付で議

会からの代表といたしまして委員にご就任いただきました東予市

議会議長、渡辺勝司議長さん、そして越智宏司議員さんにはよろ

しくお願いいたしますとともに、このたびの選挙で見事再選され

ましたことをまことにおめでとうございます。お祝い申し上げま

す。 

         さて、本日の会議でございますが、昨年の１２月に開催いたしま

した本合併協議会で、協議項目のすべての協議が終了いたしまし

たことから、これらの協議内容の締めくくりといたしまして、合

併の是非についてを議題として提案をいたしております。このほ

か、合併協定調印に係る案件、また、提案いたしております議題

がご決定いただきましたならば、追加案件といたしまして、「会

議運営の申し合わせ事項の変更について」を予定しておりまして、

このことから本日の案件は、追加案件を含めまして議題９件を予 
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発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長  定しております。委員の皆様には、何とぞご忌憚のないご意見をお

願いいたしまして、ごあいさつとさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 

  真鍋局長   ありがとうございました。 

         これから議事に入ります前に、先ほど会長からも申し上げました

が、協議会委員に変更がございましたので、ご紹介をさせていた

だきます。 

         東予市議会議員選挙によりまして、東予市議会の議会構成に変更

がございまして、この度東予市議会議長に渡辺勝司様がご就任さ

れております。また、東予市議会の議会選出委員といたしまして、

越智宏司様が選任されております。まず渡辺様、ごあいさつをお

願い申し上げます。 

 

  渡辺委員   東予市の渡辺でございます。よろしくお願いいたします。 

 

                    （拍  手） 

 

  真鍋局長   ありがとうございました。 

         続きまして、越智様、よろしくお願いを申し上げます。 

 

越智（宏）委員  越智宏司でございます。よろしくお願いいたします。 

 

                    （拍  手） 
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発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   ありがとうございました。 

         それでは、ただいまから議事に入りたいと思いますが、会議の議

長は、合併協議会規約第１０条第２項の規定によりまして、会長

が務めることとなっておりますので、議長を会長にお願いをいた

します。 

         なお、ご発言の際に、挙手をいただければ、事務局職員がマイク

をお持ちいたしますので、それをご使用いただきますようお願い

申し上げます。 

         また、本日の参加委員数は、委員２９名中、２７名でございます

ので、本日の会議は成立しておりますことをまずご報告申し上げ

ます。 

         また、報道関係者から撮影の申請がありましたので、許可してお

りますことをあわせてご報告申し上げます。 

         それでは、会長、議長をよろしくお願い申し上げます。 

 

  伊藤議長   それでは、規約に基づきまして、議長を務めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

         早速、会議次第３、議事に入らせていただきます。 

         まず、報告第４７号「西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議

会委員の変更について」を議題といたします。 

         事務局より報告を求めます。 

 

  倉田次長   議長。 

 

  伊藤議長   総務班長。 
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発言者 議題・発言内容 

  倉田次長   恐れ入りますが、お手元の会議資料の２ページ及び３ページをお

願いいたします。 

         報告第４７号「西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会委員

の変更について」、ご報告いたします。 

         先ほどご紹介いたしましたように、１２月の東予市議会選挙によ

り、１月９日付で議会の構成がございまして、議長に渡辺勝司様、

議会選出議員に越智宏司様が就任されました。このことから、協

議会規約第７条第２号及び第３号に定めます協議会委員に１月９

日付で資料にありますとおり就任されましたので、ご報告をする

ものでございます。よろしくお願いいたします。 

         以上で、報告を終わります。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局から報告ございました報告第４７号につきまして、

本件についてご質問等ございませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   特なければ、ご了承賜りたいと思います。 

         次に、報告第４８号「新市建設計画に係る協議について」を議題

といたします。 

         事務局より報告を求めます。 

 

  渡部次長   議長。 

 

  伊藤議長   計画班長。 
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発言者 議題・発言内容 

  渡部次長   ご報告させていただきます。 

         恐れ入りますが、お手元の会議資料４ページをお開きください。 

         新市建設計画に係る協議についてご説明申し上げます。 

         前回の第１４回合併協議会におきましてご確認いただき、合併特

例法第５条に基づき、１２月２６日付で県との正式協議を行って

おりましたこの件につきまして、５ページに別紙で添付しており

ますとおり、愛媛県知事よりこの１月７日付で異議のない旨の回

答がありましたので、ご報告いたします。これをもちまして、新

市建設計画が確定し、作成手続を完了いたしました。 

         以上で、ご報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局からの報告でございます。報告第４８号につきま

して、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

徳永（求）委員  大変小さなことではございますが、実は、７ページの産業のとこ

ろですが、第１次産業についてのいろいろと出ておりますが、一

番初めの括弧のところに品目が書いてあると思うんです。そこに

周桑を中心にかなり果樹のウエイトが高いと思うんです。入るも

のなら、果樹も一つ入れていただいたらと思います。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   事務局、皆さんにこの資料についてのお知らせをしていただけま

すか。 

 

  渡部次長   今、小松の徳永委員さんの方からご質問でございますが、別添で 
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発言者 議題・発言内容 

  渡部次長  つけております新市建設計画の７ページのことでございます。 

         ７ページの県内有数の複合農業地帯というところの説明の列記の

中に、果樹を入れてはどうかというご意見でございます。 

         最終的に確認いただきまして、県との正式協議も終わっておると

ころでございまして、その括弧の中は複合農業地帯の説明の列記

ということで、当然、果樹もあることは認識しておるんですが、

列記ということで、果樹も複合農業地帯の中にはあるんだという

認識でご理解いただいて、ご了解いただいたらと思うんですが、

いかがでしょうか。 

 

  伊藤議長   小松の議長さん、ただいまの認識としてよろしゅうございますか。 

 

徳永（求）委員  はい。 

 

  伊藤議長   ありがとうございます。 

         他にはございませんか。 

         協議相整ったとはいえ、皆さん方がこの際にであります。小松の

議長さんがおっしゃるようなところがありましたら、なお、認識

のもとでも。ございませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   以上、なければ、本件ご了承を賜りたい、このように思います。 

         次に入ります。次第の４、「合併の是非について」を議題といた

します。 
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発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長   まず、事務局より説明を求めます。 

 

  真鍋局長   議長。 

 

  伊藤議長   事務局長。 

 

  真鍋局長   それでは、「合併の是非について」、ご説明をいたします。 

         恐れ入りますが、会議資料の６ページをお願いいたします。 

         昨年の１２月に開催いたしました第１４回合併協議会をもちまし

て、協議すべき項目３８項目のすべてにつきまして協議が整った

わけでございます。合併協議会は、合併をしようとする市町が、

合併をすることの可否を含めて、諸条件を協議するために設置さ

れた地方自治法上の協議会であると位置づけられております。こ

のことから、協議会におきまして、すべての協議すべき項目が整

いましたことに鑑みまして、「合併の是非について」、委員の皆

様のご意見をお伺いいたしたくご提案をするものでございます。 

         なお、ご意見のご参考にしていただくために、これまでの協議項

目につきまして、その協議状況の資料としまして添付させていた

だいております。内容につきまして、簡単にご説明させていただ

きます。 

         お手元にご配付いたしております別冊となっておりますが、「合

併協議項目協議状況一覧表」をご覧ください。この表は、今まで

の協議確認をいただきました内容をお示ししております。

このことから、内容の説明は簡単にさせていただき、詳細はお目

通しをいただきたいと存じます。 
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発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   まず、１ページをお願いいたします。 

         協議項目の「合併の方針」から「財産の取扱い」の５項目は、合

併協議に係る基本的協議事項でありまして、「合併の方式」は、

新設合併。「合併の期日」は、平成１６年１１月１日を目標とす

る。「新市の事務所の位置」は、新庁舎建設までの間、現在の西

条市役所とし、「事務の方式」は、合併後、当分の間、総合支所

方式とする。新庁舎の建設は、１０年以内に合併前の西条市内で

現在の西条市役所より西の地域で主要幹線沿線に適地を求めて建

設する。「財産の取扱い」は、財産及び債務は新市に引き継ぐと

なっております。 

         次に、「議会議員の定数及び任期の取扱い」から、「地域審議会

の取扱い」の５項目は、合併特例法に規定されている協議項目で

ありまして、主な内容を説明いたしますと、「議会議員の定数及

び任期の取扱い」については、平成１８年５月３１日まで在任特

例を適用し、合併後、最初の選挙に限り、旧市町単位で資料のと

おり選挙区を設けることとしております。「農業委員会委員の定

数及び任期の取扱い」につきましては、平成１７年７月１９日ま

で２つの農業委員会を設置し、その間、旧の選挙委員は在任する

こととし、農業委員会統合後の選挙は、旧市町単位で資料のとお

り選挙区を設けることとしております。「地域審議会の取扱い」

につきましては、旧市町にそれぞれ１０年間設置することとして

おります。 

         次に、「特別職の職員の身分の取扱い」から、７ページになりま

すが、「（１７）その他の事務事業」までの２７項目は、合併す

るために必要な協議項目でありまして、事務事業の調整方針であ 
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発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長  りました一体性の確保の原則、市民福祉の向上の原則、負担公平の

原則、健全な財政運営の原則、行政改革推進の原則、適正規模準拠

の原則に基づきまして、資料にありますとおり調整をされたものと

なっております。 

         次に、新市建設計画については、お手元にご配付しておりますと

おりの内容で策定がされております。それぞれの説明は省略させ

ていただきますので、資料をお目通しいただきたいと存じます。 

         以上、簡単ですが、３８項目の協議項目の協議状況の結果につい

て、ご参考までにご説明をいたしました。よろしくお願いを申し

上げます。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局より説明がございましたが、この件につきまして

は、平成１４年１０月にこの法定協議会が設置されましてから、

各市町を代表されておられます委員の方々と、２市２町の合併に

ついて、本日の協議会を含めまして１５回協議会を重ねてまいり

ました。 

         その結果、ただいま事務局から説明がありましたように、すべて

の協議項目の協議が完了をいたしております。 

         委員の方々におかれましては、これまでの協議結果を踏まえまし

て、合併の是非につきまして、ご意見をお伺いしたいと存じます。

どなたからでも忌憚のないご意見をお願いしたいと存じます。 

         なお、この案件につきましては、本日取りまとめをいたしたいと

考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

         どなたからでも、どうぞご発言をいただきたい、このように思い

ます。 
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発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長   では、私の方から指名をさせていただいて、ご意見をいただきた

いと、このように臨ませていただきたいと思います。 

         それでは、小松町学識経験者、有馬 馨委員さん、いかがなりや、

ご意見をいただきたいと思います。 

 

  有馬委員   本会におきまして、議論は既に尽くされたと私は思っております

が、調印式も目前に迫りまして、控えた今、合併の是非について

新しい意見はございません。私の意見でございます。 

 

  伊藤議長   「是非」についてでありますが、「是」でございますか。 

 

  有馬委員   はい。 

 

  伊藤議長   それでは、丹原町、越智委員さん、ご意見を求めたいと思うんで

すが。 

 

越智（哲）委員  丹原町の越智でございます。 

         ご指名によりまして、意見を述べさせていただきます。先ほど会

長も申されておりますように、この法定協議会は、平成１４年１

０月発足以来、１５回にわたりまして精力的に協議を重ねてきた、

こういう中でございます。また、地域住民のそれぞれの住民の方

の意見も、説明会という場を開催し、また、適時に「合併協議会

だより」をそれぞれ管内の地域の皆さん方に配付をさせていただ

いて、理解を求めた努力もやってきたわけでございます。そうい

うような精力的な中で、調整するいろんな項目について、審議も 
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発言者 議題・発言内容 

越智（哲）委員 終了した段階でございます。このことにつきましては、合併につい

ては、私が当初申しておりますようなこのような予定の中で進め

ていくべきであると、このように考えるわけでございます。 

         以上でございます。 

 

  伊藤議長   ありがとうございました。 

         それでは、東予市、森川委員さん、ご発言を求めます。 

 

  森川委員   東予市の森川でございます。 

         私も、この協議会におきまして十分審議はされておりますし、先

ほども越智委員の方からも言われましたように、住民の方に対し

てもいろいろな形で知らされ、協議もされたと思いますので、こ

の件につきましては、私の個人的にも賛成ですし、進めていくべ

きではないかと思います。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   では、西条市、久門委員さん、ひとつ本件についてのご発言を。 

 

  久門委員   四国の中でもいろんな議論が最近、まだまだ出ておりますけれど

も、私は、この２市２町の合併というのは、非常に百点満点つけ

れるんではないかと思います。一部新聞等では、在任期間の問題

を少し意識的なものも指摘されておったと思うんですね。これは、

当然、我々も考えさせられるところはあったと思いますけれども、

比較的やはりある程度のそういう、２回ほどの予算等の問題があ

ればご理解をいただいたんじゃないかと思いますし、これほどす 



 

－15－ 

発言者 議題・発言内容 

  久門委員  ばらしい１１万7,０００人の町が誕生するに当たりまして、特に、

私は西条市から出させていただいております学識経験者の立場で

言わせてもらうと、丹原町、小松町、東予市さん、よくいろんな

ことでご理解をいただけたなということで、非常に我々も感謝を

申し上げたいというか、西条市の立場で言うと、名前も西条市と

かですね、庁舎も西条市ということで、普通、そういうところで

いろんな問題を全国で醸し出しているんです。そういうことに対

して、非常に、特に丹原町、小松町さんには感謝を申し上げたい

と思います。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   ありがとうございました。 

         それでは、塩崎委員さん、一言。 

 

  塩崎委員   はい。今、久門委員さんがおっしゃられたとおりでございます。

提案をされて、また、継続も含めて、確認のところまでみんなで

力を合わせてこぎつけて、このような本日の会になったんですが、

私も、西条市以外の１市２町の皆様方には、よくぞ、ずっとこら

れえられたところも多々あると思いますけれども、ただただ感謝

するのみでございます。きょうのこの議題につきましても、非は

１つもございませんので、よろしくご配慮お願いいたします。ど

うもありがとうございました。 

 

  伊藤議長   多くの方々のご意見を聞くことが必要であると、このように認識

をいたします。青野委員さん、あなたのご意見をお願いいたしま 



 

－16－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長  す。 

 

  青野委員   ご指名をいただきまして、ありがとうございます。 

         先ほど委員の皆さん方からいろいろご意見がございました。本当

に長い間、精力的にご協議をされて、その都度確認ということで

今まで３８項目ですかね、やってきました。そういう中で、私は、

もう賛成ということのみしかございません。そういうことの中で、

一つまたお願いですけれども、調整項目、いわゆる速やかに調整

するとかいう項目があるわけですけれども、そうした中で、いわ

ゆるお水の問題とか、いろいろありますので、合併後、それこそ

速やかに調整をしていただいてやっていただいたらなあというこ

とで、それだけ希望をしまして、私は「是」ということで賛成を

いたします。よろしくお願いいたします。 

 

  伊藤議長   それでは、山内委員さん、ひとつ女性のお立場もおありになった

かと思うんですが、どうぞお願いいたします。 

 

  山内委員   山内でございます。 

         今までいろいろたくさんの項目について話し合いされましたこと

についても、私も賛成でございます。よろしくお願いいたします。 

 

  伊藤議長   それでは、今度は、議会の皆様方のご意見をこの際にお聞きして

おこうと思いますが、まず、小松町議会徳永議長さん、一つご発

言をお願いいたします。 

 



 

－17－ 

発言者 議題・発言内容 

徳永（求）委員  ただいま皆さん方からかなりご意見があったと思うんです。我々、

小松の議会におきましても、やはりこういった合併の問題、協議

会の後は特別委員会を開催して、十分質疑、説明、あるいは合併

に関するいろんなことについて審議してまいりました。そのよう

なことで、小松といたしましては、もう十二分に検討しとんじゃ

なかろうかと。また、そういう中での本日の会ということで、私

も「是」ということで、賛成をいたします。 

 

  伊藤議長   それでは、お隣、徳永丹原町議長さん。 

 

徳永（英）委員  私は、当初から合併という問題に賛成をして、この席に臨んだわ

けでございますが、その中で、大きな不満もなく、非常にすばら

しい協議ができたんじゃなかろうかと思っております。いつも合

併のことを考えますと、協議ができたからすばらしい合併ができ

たというのではなく、合併そのものは、やはり１０年、１５年と

いう日がたたんと、いい結果が出ないのではないかと、私はその

ようにある程度不安も残しております。今後も、賛成する上で、

新しいよりよい町ができるように努力していきたいということを

つけ加えまして、賛成いたします。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   それでは、東予市の議長さんの方から一つ、いただけますか。 

 

  渡辺委員   それでは、失礼いたします。先ほど事務局から合併協議項目の協

議結果の説明がありました。その内容は、当初、協議会で取り決 



 

－18－ 

発言者 議題・発言内容 

  渡辺委員  めました方式に沿ったもので、これまで住民の方に申しておりまし

たサービスは高く、また、負担は低くの方針で総体的には調整さ

れたと理解しております。 

         なお、東予市議会におきましても、これまでの調整内容につきま

して、特に異論は出ておりません。一部住民から議会議員の在任

特例について異論があるようですが、この件につきましては、議

員といたしましても、今後、その役割を十分果たし、新市のまち

づくりに努力していきたいと考えております。 

         以上のことから、合併することに賛成であり、推進していくべき

だと思います。 

 

  伊藤議長   はい、ありがとうございました。 

         それでは、西条市議会、伊藤議長さん。 

 

  伊藤議員   西条の伊藤でございますが、「合併の是非」ということでござい

ますが、結論を先に言わせていただきますと、「是」でございま

す。 

         そういう中で、今回で１５回ということで、１４回協議を重ねた

中で、メリット、デメリット等々協議されたわけでございます。

また、メリットの関係で、６点ほど言わさせていただきたいと、

復唱ということに相なりますが、行財政基盤の強化を図ることが

できるというのが一つであろうと。また、職員のレベルアップ、

行政レベルの向上が図れると。これは、お互い切磋琢磨していく

だろうと、こういうこともあるだろうと思います。また、規模を

大きくすることによりまして、サービスの高度化、また多様化を 



 

－19－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤委員  図るというメリットもあろうと。また、利用可能な窓口の増加、他

の区域の公共施設が利用できるメリット、住民の利便性の向上が

図れると、これもあろうと思います。また、広域的な観点に立っ

たまちづくり、施策展開が図れる。また最後に、６番目でござい

ますが、地域のイメージアップと総合的な活力の強化が図れると。

こういうメリットがあるわけでございます。 

         デメリット、これも皆無とは言えません。これは、先ほど丹原の

徳永議長が申されましたが、ある程度時間が解決したり、相互が

互いに報告する、理解をしあうということで、解決の道を図って

いくということでやっていかなければならないと、このように思

うところでもございます。 

         また、この２市２町、私は、他市町村に勝るとも劣らない進捗状

況であろうと、このように思っております。そういう中で、昭和

３７年になりますが、東予福祉衛生事務組合、これは、し尿の関

係で、この枠組みでやっておりました。これが、昭和４７年に現

在の道前福祉衛生事務組合、し尿、ごみ、また知的・高齢者福祉

施設、また火葬場等々でみんなで歩んできたと、こういう経緯が

あり、他市町村に負けないこのような進捗状況であろうと、この

ように感じるところでもございます。そういう中で、他市におき

ましては、マスコミ報道によりますと、枠組が崩れたということ

があるところもありますが、私どもはそのことは絶対ないなとい

う強い自信を持っておりますので、「是」でございます。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   それでは、それぞれ行政区でお二人ずつという思いでありました。 



 

－20－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長  丹原町、渡部委員さん、ご発言をいただきたいと思いますが、いか

がでございますか。 

 

  渡部委員   渡部でございます。 

         私が申し上げたいことは、もう皆さんが全部おっしゃられました

ので、何も申し上げることはございません。「是」でございます。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   そうしますと、ご意見をいただいた方の圧倒的なんですが、せっ

かく今日までこの協議会に参加していただきました皆さん方にも、

全員の方からこの際にご意見をいただくということが、一つ肝要

であろうと思います。どうぞ、東予市、渡邊良一委員さん、歴史

もよく御存じでありましょうし、どうぞそういったところについ

てのご意見をいただきたいなと、こんなふうに思います。 

 

  渡邊委員   結論から申しまして、「是」か「非」か、「是」でございます。 

         私もこのような会に参画をいたしまして、いろいろな皆さん方の

ご意見を聞いたり、あるいは勉強させていただいたりして、本当

に合併の難しさ、困難さを十分身にしみて勉強させていただいた

ことに対しては感謝いたします。 

         ただ、私たちが、自分の住処の方へ帰っていきますと、やはり住

民にはまだ多少の不安があると。その中でも、私の耳に聞こえる

のは対等合併というのはどういうことだと。どういうことをもっ

て対等合併というんだという意見も相当聞きまして、あらゆる面

で平等だと、権利やすべての面でということで、私も答弁に困っ 



 

－21－ 

発言者 議題・発言内容 

  渡邊委員  たこともございます。しかしながら、私が考えるのは、合併してか

ら後に、「ああ、合併してよかった。」と住民から称賛していた

だけるような、今後の運営の方がより大事じゃないかと考えてお

ります。もし、私たちがまだこういうような仕事を地域でするな

らば、その方向へまた力を注いで、皆さん方にお伝えができれば

ありがたいと思いますが、平等合併といいますか、その趣旨に従

った運営をしていただいたらと思います。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   それでは、丹原町、女性代表として服部委員さん、お願いをいた

します。 

 

  服部委員   丹原町の服部でございます。 

         私は、婦人会の方を今お世話させていただいておりますが、婦人

会の方は、まだそういう合併の方向が進んでおりませんので、婦

人会の方の件もよろしくお願いいたしまして、あとは皆様が今ま

でおっしゃられたとおりでございます。「是」の方でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

  伊藤議長   ありがとうございます。 

         では、小松町、玉井委員さん、若手で頑張っていただいた一つ表

現をしてください。 

 

  玉井委員   結論から先に述べさせていただきます。この協議に際して、「合

併是」ということで表現したいと思います。 



 

－22－ 

発言者 議題・発言内容 

  玉井委員   新市建設計画の冒頭のところにも述べられているとおり、いろん

なこれから先のこの地域を取り巻く情勢からして、どうやってい

くんだということに関して、この協議会においてすばらしい処方

箋が書けたのではないかなと、私は思っております。ただ、いか

に優れた処方箋であっても、やはり若干、個人負担がふえるとか、

そういうふうな副作用の面、何がしかはあろうかと思います。そ

のほか、やはり住民の方の間に先ほどからお話もちょっと出てお

りますように、議員さんの在任特例適用に関して、感情的なわだ

かまりみたいなものも、若干は残っているんではないかなと思い

ます。これはあくまでもお願いでございます。１１月の合併まで

に、あらゆる機会を通じて住民の方に十分説明していただいて、

これまでもいろんな機会、それから広報を通じて説明をされてい

るとは思うんですが、もっともっとこれ十分説明をしていただい

て、皆さんに納得していただく。やはり十分な説明と、そして住

民の方の同意を得る努力をお願いして、この案件について賛成と

させていただきます。 

 

  伊藤議長   ありがとうございました。 

         小松町議会、佐伯委員さん、お願いいたします。 

 

  佐伯委員   私は、合併に対しましては、「是」でございます。 

         皆さんがいろいろ委員の方がいろいろお話を、今現在、意見を述

べられておりますが、大体意見は言い尽くされたんではないかと、

このように解釈しております。私もこの協議会に入りまして、委

員さんの皆様の熱意あるそういう会合の中での喧々諤々とした議 



 

－23－ 

発言者 議題・発言内容 

  佐伯委員  論の中でやっていただいたことについて、大変感謝したいと思いま

す。今後、合併に向かって、私たちも一生懸命、議会の議員の一

人として頑張っていきたいとこのように考えております。 

         以上でございます。 

 

  伊藤議長   それでは、東予市議会、越智委員さん、いや、議長が言うとおり

でなしに、きょうは全員のご意見を承るということでありますの

で、何分ともご理解をいただきたいと思います。 

 

越智（宏）委員  ご指名いただきましたので、発言させていただきたいと思います。 

         ３８項目について、１５回の協議会を開いて論議をしてきました。

東予市の特別委員会におきましても、７回委員会を開催しまして、

合併問題については協議をいたしました。協議会等におきまして

は、それぞれ忌憚のない発言をして、そして、みんなが確認をし

たということは非常によかったと、このように思っております。

委員の方々からお話がございましたように、きょうを迎えたわけ

でありますが、合併してから、今後どういうふうにするかという

ことが非常に重要になってこようかと思いますので、我々、議員

といたしましても１年７カ月特例をいただきましたので、そうい

った問題については十分努力をして取り組んでいきたいと、この

ように思っております。私は賛成いたします。 

         以上です。 

 

  伊藤議長   結びですが、井上委員さん、お願いをいたします。 

 



 

－24－ 

発言者 議題・発言内容 

  井上委員   「合併の是非」ということでございますが、「是」の立場で意見

を述べさせていただきたいと存じます。 

         先ほども説明がございましたが、この合併協定書につきましては、

もう１５回の協議会の中で、皆さんの活発な論議の中で確認をさ

れた問題でございますので、どうかその意向を十分大事にしてい

ただきまして、確実に実行していただいたらと思っております。

今、国においては、国の諸政策において非常な転換期を迎えてお

りまして、社会情勢が、表現も非常に変化を求めておる時代でご

ざいます。そんな中で、地方自治もぜひこれに対応するには合併

をもって対応せざるを得んのではないかという立場から、一貫し

て「是」の立場で協議に参加をさせていただいたわけでございま

す。 

         そんな中で、今、ご案内のとおり少子高齢化やまた地方分権の受

け皿づくりや、行財政の足腰の強い自治体づくりや、また高度情

勢化への対応の問題など、社会環境の変化に対応して、合併によ

りこのそれぞれの問題の受け入れや処理にスケールメリットが発

揮できる自治体をつくるのが大体の目的で、そんな思いで今まで

協議に参加をさせていただいたわけでございます。それが、こう

いう状態で、皆さんのご意見に沿った立派な協定書もできました

ので、ぜひそれを着実に実行していただいていくことを強く望む

わけでございます。 

         しかし、合併といたしましてもメリットばかりではないと思いま

す。デメリットや皆さん方の懸念をする問題も今から出てこよう

かと思います。何人かの方からもそういうご心配をいただいたご

意見がございましたが、これからの合併の評価は、これからの 



 

－25－ 

発言者 議題・発言内容 

  井上委員  行政に対します希望であり、それからまたその配慮によって皆さん

に評価をされるのでなかろうかと思います。こんなことを踏まえ

まして、意向調査のご意見もたくさんいただいておりますし、ま

た、いろいろなご意見がございますので、そんな面を踏まえまし

て、合併の基本理念でございます、サービスは高く、負担は軽く

という理念もございますので、どうかそういう点も十分配慮いた

しまして、合併のメリットの面で最大限の発揮ができるようなひ

とつ努力をみんなでしていただいて、これからは進めていただい

たらいいんではないかなという思いでございますので、ぜひ、今

後ともよろしくその方向で進んでいただいたらと思います。 

         ありがとうございました。 

 

  伊藤議長   はい、ありがとうございました。 

         ただいま委員皆様方全員のご意見を承りましたが、本件、取りま

とめが必要であるとこのように存じます。ご意見を総合いたしま

すと、「合併の是非」については、この合併協議会といたしまし

ては「是」とする結果であるとこのように判断をされますし、い

たします。本件についての確認を得ておきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

 

                 （「異議なし」の声あり 

 

  伊藤議長   ご異議なしということでありますので、「合併の是非について」

は、本合併協議会といたしまして、これを「是」とすることで了

承されたことを決定させていただきます。 



 

－26－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長   ただいま委員の皆さん方からご意見賜りましたが、全会一致で

「是」となりました。愛媛県地方局長さん、また、今後、これら

の邁進するについて、特段の協議会としてもご理解、ご指導を賜

りたいということを、この席をお借りしまして一言申し上げてお

きたいと、こんなふうに思いますので、ご指導よろしくお願いい

たします。 

         次に入ります。ただいま「合併の是非について」ご協議いただき、

「是」とする結果となりました。このことから次第の５、「合併

協定書（案）について」を議題といたします。 

         事務局より説明を求めます。 

 

  矢葺次長   議長。 

 

  伊藤議長   第１調整班長。 

 

  矢葺次長   「合併協定書（案）について」、ご説明いたします。 

         恐れ入りますが、会議資料の７ページをご覧ください。 

         このことについて、別添資料として、お手元にＡ４版の「合併協

定書（案）」、Ａ３版の「合併協定書（案）参考資料」を配付さ

せていただいております。 

         最初に、Ａ３版の「合併協定書（案）参考資料」をご覧ください。 

         法定合併協議会第１回会議におきまして、協議項目を３８項目と

することで確認をいただき、以来協議が進められ、前回の合併協

議会第１４回会議をもって、「３８項目の協議項目」すべてにつ

いて確認をいただきましたので、ここに合併協定書（案）として 



 

－27－ 

発言者 議題・発言内容 

  矢葺次長  取りまとめたものについて、ご承認をいただきたくご提案するもの

でございます。 

         この合併協定書（案）参考資料でございますが、これまで合併協

議会で確認を得ております調整方針を合併協定書（案）として取

りまとめるにあたり、表記方法等を統一するため整理いたしまし

たところを明示したものでございます。 

         整理にあたっては、確認をいただいた内容を変えるものではござ

いません。 

         表では、左から、番号、協議項目、合併協議会で確認を得ました

調整方針、そして右側には、合併協定書（案）を記載しておりま

す。なお、整理しました部分は、網かけをしており、少し黒くな

っているところでございます。 

         協定書（案）では、全体を通して、番号や記号について整理をし

ておりますが、この点についての説明は省略させていただきます。 

         まず、１ページの「２の合併の期日」でございますが、合併の期

日については、第１回協議会におきまして、「平成１６年１１月

１日を目標とする。」として確認をいただいておりますが、合併

協議会での協議項目の協議、確認も前回の合併協議会をもってす

べて終了したことから、合併期日までの事務手続など、対応が可

能となったこと、また、今後、各市町の議会の議決を得て、県へ

の合併申請にあたり、合併の期日について、具体的な表現とする

必要があることから、「合併の期日は、平成１６年１１月１日と

する。」としております。 

         次に、１ページから２ページにかけて記載しております「８の地

方税の取扱い」については、合併協議会では地方税の取扱い（そ 



 

－28－ 

発言者 議題・発言内容 

  矢葺次長  の１）、（その２）として協議、確認をいただいておりますが、合

併協定書（案）では、地方税の取扱い（その１）、（その２）を

一つにまとめて整理をしております。 

         次に、２ページの「１０の地域審議会の取扱い」でございますが、

ここでは、調整方針に加え、地域審議会の設置に関する事項を記

載しております。地域審議会の設置に関する事項でございますが、

合併協議会で確認をいただきましたのは、各項目を番号立てとし

ておりますが、条例と同様の取扱いとなることから、合併協定書

（案）では、条立てとして整理をしております。 

         ３ページをご覧ください。 

         地域審議会の設置に関する事項の合併協定書（案）第７条（会

議）の第６項でございますが、調整方針は「原則公開とする。」

として確認をいただいておりますが、合併協定書（案）では、

「会議は、原則公開とする。」としております。 

         ４ページをお開きください。 

         「１４の一部事務組合等の取扱い」でございますが、合併協議会

では一部事務組合等の取扱い（その１）、（その２）として協議、

確認をいただいておりますが、合併協定書（案）では、（その

１）、（その２）を一つにまとめて整理をしております。合併協

定書（案）（４）の土地開発公社のところでございますが、合併

協議会で確認をいただいた時点では、新市名が決まっておりませ

んでしたので、調整方針は、新市の（新市名）土地開発公社とし

ておりましたが、新市名を記載して、西条市土地開発公社として

おります。 

         ５ページをお開きください。 



 

－29－ 

発言者 議題・発言内容 

  矢葺次長   「１５の使用料・手数料等の取扱い」でございますが、合併協議

会では使用料・手数料等の取扱い（その１）、（その２）、（そ

の３）として協議、確認をいただいておりますが、合併協定書

（案）では、使用料・手数料等の取扱い（その１）、（その２）、

（その３）を一つにまとめて整理をしており、重複表現となる部

分については、削除しております。 

         次に、「１７の補助金・交付金等の取扱い」でございますが、合

併協議会では補助金・交付金等の取扱い（その１）、（その２）

として協議、確認をいただいておりますが、合併協定書（案）で

は、補助金・交付金等の取扱い（その１）、（その２）を一つに

まとめて整理をしており、重複表現となる部分については、先ほ

どと同様に削除しております。 

         次に、「１８の町名・字名の取扱い」でございますが、合併協議

会に提案いたしました時点では、新市名が決まっておりませんで

したので、調整方針は、「新市名丹原町」「新市名小松町」とし

ております。その後、新市名が決まりましたので、合併協定書

（案）では、新市名を記載した「西条市丹原町」「西条市小松

町」として整理をしております。 

         ９ページをお開きください。 

         「２１－６各種事務事業消防防災関係」でございますが、協議会

では、消防防災関係（その１）、（その２）、（その３）として

協議、確認をいただいておりますが、合併協定書（案）では消防

防災関係（その１）、（その２）、（その３）を一つにまとめて

整理をしております。また、整理の都合上、合併協定書（案）に

は、「（４）の消防団の組織及び団員定数」「（５）の消防本部、 



 

－30－ 

発言者 議題・発言内容 

  矢葺次長  署の位置、管轄区域」「（６）の消防緊急通信指令施設等」の見出

しを加えております。 

         １２ページをお開きください。 

         １２ページから１３ページに記載しております「２１－１３各種

事務事業、教育関係」でございますが、合併協議会では教育関係

（その１）、（その２）として協議、確認をいただいております

が、合併協定書（案）では、教育関係（その１）、（その２）を

一つにまとめて整理をしております。 

         次に、１３ページの「２２新市建設計画」でございますが、『新

市建設計画については、別添「新市建設計画」に定めるとおりと

する。』としております。新市建設計画をお手元に配付させてい

ただいておりますが、この新市建設計画は、合併協定書の別添と

なるものでございます。 

         以上で、合併協定書（案）参考資料について、説明を終わります。 

         続きまして、合併協定書（案）について、ご説明いたします。 

         Ａ４版の「合併協定書（案）」をご覧ください。 

         この合併協定書（案）は、合併協定調印式における協定書の様式、

内容についてお示しするものでございます。 

         １ページをお開きください。 

         この１ページから２０ページにかけましては、各協議項目の調整

方針を記載しております。内容につきましては、先ほどご説明い

たしました点を踏まえ、これまで合併協議会で協議、確認をいた

だきました内容を記載しておりますので、説明は省略させていた

だきます。 

         ２１ページをお開きください。 



 

－31－ 

発言者 議題・発言内容 

  矢葺次長   調印書でございます。ここでは、２市２町の市長、町長に署名・

押印をいただくこととしております。 

         ２２ページをお開きください。 

         ここでは、立会人として、愛媛県知事、合併協議会委員である西

条市、東予市、丹原町、小松町の各委員及び西条地方局長の皆様、

また合併協議会顧問の皆様に署名をいただくこととしております。 

         なお、合併協定書は、各市町と合併協議会用として５通作成する

こととしております。 

         以上で、合併協定書（案）について説明を終わります。 

         ご承認を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局からご説明申し上げました「合併調定書（案）に

ついて」、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

         修正等も含めてのご意見をお伺いしたいと思いますが、ございま

せんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   それでは、「合併協定書（案）について」は、別添合併協定書

（案）のとおりとさせていただきます。 

         次に入ります。次第の６、「合併協定調印式について」を議題と

いたします。 

         事務局より報告を求めます。 

 

  倉田次長   議長。 



 

－32－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長   はい。総務班長。 

 

  倉田次長   それでは、恐れ入りますが、会議資料の８ページをお願いいたし

ます。 

         合併協定調印式につきまして、ご説明をいたします。 

         合併協議会での合併協議項目の調定も整いまして、先ほど２市２

町の合併の是非につきましても、「是」とすることになりました

ことから、合併協定書の調印式を次のとおりとり行いたいと思い

ます。別冊になっておりますが、表紙が合併協定調印式資料とい

うのがございます。Ａ４版になっておりますが、この資料をお願

いいたします。 

         この資料の１ページをお願いいたします。 

         まず、調印式の主催でございますが、合併関係団体であります２

市２町の主催としております。 

         次に、日時ですが、平成１６年２月２９日、日曜日でございます

けれども、午後１時３０分から、場所は、西条市総合文化会館１

階小ホールで行いたいと考えております。 

         出席者につきましては、県知事さん、顧問の県議会議員さん、協

議会委員さん、それから２市２町の議会議員さん、そして、主催

者側としましては、２市２町の首長等の特別職、行政委員会委員

長等で、総数１５０名程度を予定をいたしております。 

         次に、式次第でございますが、式は、特別な趣向をすることなく、

シンプルな形で行いたいと考えておりまして、まず、開式がござ

いまして、開式は進行の方が行います。 

         次に来賓でございますが、県知事さん、顧問の県議会議員さんの 



 

－33－ 

発言者 議題・発言内容 

  倉田次長  ご紹介を行います。なお、協議会委員さんは、この後出てまいりま

すが、協定書の署名の前に各市町別にお一人ずつご紹介をするこ

ととしております。 

         次に、３の協議経過及び協定内容説明ですが、協議会の事務局長

からこれまでの協議会の経緯や協定項目の基本項目などの内容に

つきまして、資料に基づきまして説明をいたしたいと考えており

ます。 

         次に、４ですが、合併協定調印、これは、資料として、後ほど見

取り図等出ておりますけれども、ステージの中央で２市２町の首

長さん紹介の後、調印をいたします。なお、調印いたします協定

書は、先ほど合併協定書（案）で説明しましたけれども、５部作

成をいたします。 

         次に５の立会人の署名ですが、協定書の立会人は、県知事さん、

顧問の県議さん、協議会委員さんとなっております。まず、ステ

ージの中央で県知事の署名をいただき、続きまして、協議会委員

の署名に移ります。協議会委員さんの署名は、所定の自席で行い

ますが、先ほどご説明しましたように、この際に協議会委員さん

のご紹介を団体別に行うこととしております。なお、署名の順に

つきましては、当日、担当の職員がご案内いたしますこととして

おりますので、よろしくお願いいたします。協議会委員さんの署

名が終わりますと、続きまして、ステージ中央で顧問の県議さん

の署名をいただくこととしております。これによりまして、協定

書の調印署名は終了いたします。 

         続きまして、６でございますが、主催者のあいさつがございます。

これは、２市２町の首長からそれぞれごあいさつをいただくこと 



 

－34－ 

発言者 議題・発言内容 

  倉田次長  としております。 

         次に７は、来賓の祝辞でございますが、県知事、県議会議長さん

からご祝辞をいただく予定としております。このときに、祝電の

披露も行う予定でございます。 

         次に８でございますが、これで一応すべて終わりまして、進行か

ら閉式を行い、合併協定調印式を終了することとなります。調印

に要します時間は、おおむね１時間半から２時間の間と考えてお

ります。 

         なお、調印式の終了後、県知事さん、県議さん、２市２町の首長

さん等を含めました協議会委員さんで記念撮影を行います。記念

撮影の準備が整います間、１階等に控室を用意しておりますので、

ご案内するまでそちらでご休息をいただきたいと考えております。 

         以上で、行事はすべて終了いたします。なお、この記念撮影の後、

２市２町の首長による共同記者会見を行うこととしております。 

         なお、別添えで協議会委員さんには、調印式会場の見取り図、そ

れから調印式の配席図、記念撮影配席図をお示ししておりますの

で、ご参照いただきたいと思います。 

         以上で、ご説明いたしましたが、よろしくお願いいたします。 

         なお、大変失礼いたしましたけど、１ページの２の出席者のとこ

ろに愛媛県議会議員さんの前に愛媛県議会議長さんのお名前が漏

れておったようでございます。申しわけございません。追加して、

訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

         以上でございます。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局からご説明申し上げました「合併協定調印式につ 



 

－35－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長  いて」、本件についてのご意見、ご質問を賜りたいと思います。ご

ざいませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   それでは、「合併協定調印式について」は、事務局より説明がご

ざいましたように開催させていただきます。協議会委員の皆様に

は、ご出席賜りますようぜひともお願いを申し上げたいと存じま

す。 

         次に入ります。次第の７、議決事項に入りたいと思います。 

         議案第１２号「平成１５年度西条市・東予市・丹原町・小松町合

併協議会歳入歳出補正予算（第１号）について」を議題といたし

ます。 

         事務局より説明を求めます。 

 

  渡部次長   議長。 

 

  伊藤議長   はい。計画班長。 

 

  渡部次長   議案第１２号「平成１５年度西条市・東予市・丹原町・小松町合

併協議会歳入歳出補正予算（第１号）について」、ご説明申し上

げます。 

         お手元の会議資料の１０ページをお開きいただいたらと思います。 

         今回の補正予算につきましては、先ほどご協議いただきました２

月２９日に予定しております合併協定調印式関係の予算の追加を 



 

－36－ 

発言者 議題・発言内容 

  渡部次長  お願いするものでございます。 

         歳入につきましては、３款、１項繰越金でございます。これにつ

きましては、平成１４年度からの繰越金の調定でございます。当

初予算では、５００万円を計上しておりましたが、決算の結果、

６８６万4,２８４円の繰越しとなりましたので、その差額１８６

万4,０００円を計上し、これを財源としております。 

         歳出につきましては、合併調印式に係る経費でございます。１款

運営費、１項会議費としまして、６３万8,０００円。この内訳は

需用費としまして、消耗品費、印刷製本費合わせて５６万3,００

０円と、使用料及び賃借料７万5,０００円、これは会場使用料等

でございます。合わせて６３万8,０００円を計上させていただい

ております。 

         歳入財源との差額、残り１２２万6,０００円を予備費へ調定し、

補正額１８６万4,０００円とし、歳入歳出それぞれ3,５８６万5,

０００円とするものでございます。 

         よろしくご協議をお願いいたします。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局からご説明申し上げました議案第１２号につきま

して、ご意見、ご質問を賜りたいと存じます。ございませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   特段ないようであります。 

         それでは、お諮りをいたします。 

         議案第１２号「平成１５年度西条市・東予市・丹原町・小松町合 



 

－37－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長  併協議会歳入歳出補正予算（第１号）について」、ご異議ございま

せんか。 

 

                 （「異議なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号につきましては、

原案のとおり承認をいただいたものと決定をさせていただきます。 

         次に、議案第１３号「平成１６年度西条市・東予市・丹原町・小

松町合併協議会事業計画について」を議題といたします。 

         事務局より説明を求めます。 

 

  渡部次長   議長。 

 

  伊藤議長   計画班長。 

 

  渡部次長   議案第１３号「平成１６年度西条市・東予市・丹原町・小松町合

併協議会事業計画について」、ご説明を申し上げます。 

         お手元の会議資料の１２ページをご覧いただいたらと思います。 

         １６年度につきましては、１１月１日の新市発足に向けて、住民

生活に支障を及ぼすことなく、円滑に新市に移行できるよう次の

事業を実施いたします。 

         まず、協議会、幹事会及び専門部会の開催についてでございます。

協議会につきましては、必要に応じ適宜の開催を予定しておりま

す。幹事会は２０回程度、また専門部会は部会ごとに随時の開催

を予定しております。 



 

－38－ 

発言者 議題・発言内容 

  渡部次長   続いて、事務事業一元化業務及び例規集整備業務の実施について

でございます。事務事業一元化業務及び例規集の整備につきまし

ては、２市２町それぞれで行われております事務事業の細部にわ

たる調整及び例規の統一を行ってまいります。 

         次に、事業を進めていく上で必要な情報の収集及び調査研究につ

きましては、事務局において必要に応じて先進事例の情報収集並

びに先進地研修等を実施してまいります。 

         次に、住民の皆さんへの情報提供、周知につきましては、協議会

だよりの発行、ホームページ等で引き続きお知らせしてまいりま

す。また、「住民くらしのガイド」及び「住居表示変更ガイド」

の発行についてでございますが、新市における手続や制度等につ

きまして、住民の皆さんにわかりやすくまとめまして、「住民く

らしのガイド」及び「住居表示変更ガイド」として冊子を作成し、

各戸配付してお知らせしてまいります。また、合併啓発ポスター

や広告付の郵便はがきでありますエコーはがきの作成により、合

併による新市発足について啓発、ＰＲに努めてまいります。 

         その他としまして、国・県との調整等のほか、必要な事業を適宜

実施してまいります。 

         以上で説明を終わります。よろしくご協議をお願いいたします。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局からご説明申し上げました議案第１３号につきま

して、本件についてのご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 



 

－39－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長   特段ないようであります。 

         それでは、お諮りをいたします。 

         議案第１３号「平成１６年度西条市・東予市・丹原町・小松町合

併協議会事業計画について」、ご異議ございませんか。 

 

                 （「異議なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   ご異議ないようであります。よって、議案第１３号につきまして

は、原案のとおり承認をいただいたものと決定をさせていただき

ます。 

         続きまして、議案第１４号「平成１６年度西条市・東予市・丹原

町・小松町合併協議会歳入歳出予算について」を議題といたしま

す。 

         事務局より説明を求めます。 

 

  渡部次長   議長。 

 

  伊藤議長   計画班長。 

 

  渡部次長   議案第１４号「平成１６年度西条市・東予市・丹原町・小松町合

併協議会歳入歳出予算について」、ご説明申し上げます。 

         会議資料の１４ページをお開きいただいたらと思います。 

         １６年度につきましては、先ほど事業計画でご説明いたしました

合併周知の新規事業予定分を計上しております。 

         お手元の予算（案）に沿ってご説明いたします。 



 

－40－ 

発言者 議題・発言内容 

  渡部次長   まず、歳入につきまして、１款負担金、１項負担金として、1,６

６０万円。これは、関係２市２町からの負担金で、負担割合につ

きましては、従前のとおり道前福祉衛生事務組合の按分の例によ

り３割を均等割、残り７割を人口割としております。 

         次に、３款繰越金でございますが、先ほどの補正予算の説明で、

予備費に１８０万円余りを調定させていただいておりますが、こ

れに執行残の見込額をプラスしまして、昨年並みの５００万円を

計上しております。 

         ４款諸収入に、預金利子として1,０００円計上し、歳入合計2,１

６０万1,０００円としております。 

         続きまして、歳出予算についてでございます。通常の経常的な経

費につきましては、合併予定までの７カ月分を見込んでおります。

まず、１款運営費としまして、1,９４５万6,０００円を計上して

おります。内訳は、１項会議費といたしまして、５３万6,０００

円計上しております。また、２項事務費といたしまして、1,８９

２万円を計上しております。これは、事務局運営に係る経費並び

に先ほどの事業計画でも説明いたしました「住民くらしのガイ

ド」「住居表示変更ガイド」等、また啓発ポスター、エコーはが

きの作成などの合併に関する周知等に必要な経費を計上しており

ます。 

         ２款事業費としまして、１項調査研究費としまして、例規集整備

業務委託料１６８万8,０００円を計上しております。 

         予備費を４５万7,０００円とし、歳出合計2,１６０万1,０００円

としております。 

         以上、ご説明を終わります。よろしくご協議をお願いいたします。 



 

－41－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長   ただいま事務局からご説明申し上げました議案第１４号につきま

して、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   それでは、お諮りをいたします。 

         議案第１４号「平成１６年度西条市・東予市・丹原町・小松町合

併協議会歳入歳出予算について」、ご異議ございませんか。 

 

                 （「異議なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   ご異議ないようでございますので、議案第１４号につきましては、

原案のとおり承認をいただいたものと決定をさせていただきます。 

         次に、入ります。あいさつの中でも申し上げましたように、追加

議案といたしまして、「会議の運営申し合わせ事項の変更」をご

提案いたしたいと思います。 

         事務局より追加議案を配付いたしますので、その間、暫時休憩と

いたします。 

 

                    （休  憩） 

 

  伊藤議長   再開いたします。 

         ただいまお手元に追加議案として配付いたしました第１５回会議

資料（その２）の協議第５２号「西条市・東予市・丹原町・小松

町合併協議会会議の運営申し合わせ事項の変更について」を議題 



 

－42－ 

発言者 議題・発言内容 

  伊藤議長  といたします。 

         事務局より説明を求めます。 

 

  倉田次長   議長。 

 

  伊藤議長   総務班長。 

 

  倉田次長   ただいまご配付いたしました会議資料（その２）の２ページをお

願いいたします。 

         協議第５２号「西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会会議

の運営申し合わせ事項の変更について」をご説明いたします。 

         合併協議会会議の運営申し合わせ事項につきましては、合併協議

会第１回会議で会議の開催日、開催時間、開催場所などにつきま

してご決定をいただき、平成１５年７月２５日開催の第９回合併

協議会及び平成１５年１１月１４日開催の第１３回合併協議会で

一部変更をご決定いただいておるところでございます。今回変更

をお願いいたしますのは、平成１６年２月２７日開催予定の合併

協議会でございます。本日の協議会におきまして、２月２７日に

予定しておりました案件の協議が整いましたことから、開催しな

いことといたしたく、会議の運営申し合わせ事項の変更をお願い

するものでございます。 

         なお、１１月１４日開催の協議会で、その他事項の中で、今後の

予定としまして、協議会を２月６日に開催予定といたしておりま

した。これは、２月２７日開催の協議会が合併協定調印式の近い

日程となっておりましたことから、２月６日に変更を考えており 



 

－43－ 

発言者 議題・発言内容 

  倉田次長  ましたが、先ほど申しました予定しておりました案件が本日終了い

たしましたので、このことから２月６日の協議会開催予定もなく

なりましたので、あわせてご修正をいたしたいと思います。 

         以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

  伊藤議長   ただいま事務局からご説明申し上げました協議第５２号でござい

ますが、次回の協議会の開催日程の変更でございます関係で、本

日提案し、確認が必要でございます。その点を踏まえましてのご

意見、ご質問、承りたいと存じますが、ご意見ございませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  伊藤議長   それでは、協議第５２号「西条市・東予市・丹原町・小松町合併

協議会会議の運営申し合わせ事項の変更について」は、調整方針

（案）のとおり確認させていただいたものといたします。ありが

とうございます。 

         以上で、本日の議題はすべて終了いたしましたが、本日、合併の

是非について、これを「是」とすることでご決定いただき、合併

協議会の締めくくりをすることができました。会長といたしまし

て、これも委員の皆さんのご協力の賜物と感謝申し上げますとと

もに、厚く御礼を申し上げます。 

         きょうは、また明比県議様にはご出席をいただきました。終わり

にあたって御礼申し上げます。どうもありがとうございました。 

         以上で、議長の職を解かせていただきます。 

 



 

－44－ 

発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   どうも長時間にわたりまして、お疲れ様でございました。 

         それでは、次第の８になりますが、その他の（１）「第１６回会

議の開催日時について」をご報告させていただきます。 

         お手元の会議資料の１５ページをご覧ください。 

         現在のところ、第１６回会議は、平成１６年９月２４日を予定い

たしておりますが、場所については未定となっております。なお、

この間、報告事項等に関する協議会の開催をお願いすることも予

測されますので、その際は事前にご連絡を差し上げたいと存じま

すので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

         以上でございますが、ほかに何かございませんでしょうか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  真鍋局長   ないようでございますので、それでは、これをもちまして、第１

５回会議を終了させていただきたいと存じます。 

         また、２月２９日の調印式につきましては、よろしくお願いを申

し上げます。 

         長時間、どうもありがとうございました。 

 

 


